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第１回 南風原町まち・ひと・しごと創生総合戦略審議会
議事要旨

１ 開催日時
令和５年２月２日（木）10：00～12：00

２ 開催場所
南風原町役場 ３階庁議室

３ 出席者

項目 名前 活動、所属等
審議会
委員

住民 喜久里 忍 町民公募

産業界
仲里 誠 沖縄県農業協同組合南風原支店長
大城 恵美 株式会社近代美術代表取締役社長

教育機関 島袋 隆志 沖縄大学経法商学部経法商学科教授

金融機関 金城 守 株式会社琉球銀行南風原支店長
長嶺 初 株式会社沖縄銀行南風原支店長

労働団体 東江 聡 イオン琉球労働組合中央執行副委員長
欠席者 宮城 俊大 町民公募

新垣 夏美 町民公募
金城 宏孝 南風原町商工会長

担当部長 宮平 総務部長
新垣 議会事務局長
知念 民生部長
金城 経済建設部長
与那嶺 教育部長

事務局 企画財政課
委託業者 株式会社 エコパル舎

資料－7
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４ 次第
１．開会
２．委嘱状交付
３．町長あいさつ
４．各委員の自己紹介
５．会長、副会長の選出
６．会長、副会長あいさつ
７．諮問
８．議事
(１)南風原町人口ビジョン（改訂版）及び南風原町デジタル田園都市国家構想の実現に向けた

第 2 期まち・ひと・しごと創生総合戦略について
９．その他
10．閉会

５ 会議資料
資料－１ 第１回 審議会 次第
資料－２ 審議会委員名簿
資料－３ 南風原町人口ビジョン改訂及び第２期南風原町まち・ひと・しごと創生総合戦略策定の

概要
資料－４ 南風原町人口ビジョン（改訂版）及び南風原町デジタル田園都市国家構想の実現に

向けた第２期まち・ひと・しごと創生総合戦略（案）
資料－５ 人口ビジョン改訂及びまち・ひと・しごと創生総合戦略 施策・事業一覧
参考資料 南風原町総合計画等審議会条例、デジタル田園都市国家構想総合戦略全体像

６ 議事内容

１．開会

２．委嘱状交付
○町長より各委員へ委嘱状が交付された。

３．町長あいさつ
町長の赤嶺でございます。本日はご多忙のところ、まち・ひと・しごと創生総合戦略審議会にご出席い

ただきありがとうございます。南風原町では平成 28 年にまち・ひと・しごと創生総合戦略を策定し、令和
３年まで全庁をあげて取り組んで参りました。その結果、全国的に人口減少のなか、本町では令和２
年に４万人を超し、全国の町村の中で３番目に年少人口割合が高い町となっています。人口ビジョン
及び総合戦略の策定にあたって、第五次南風原町総合計画後期基本計画、デジタル田園都市国家
構想総合戦略等と連動して計画案を作成しております。ぜひ委員の皆様より活発なご意見を頂けまし
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たら幸いです。どうぞよろしくお願いいたします。

４．各委員の自己紹介
○各委員より自己紹介が行われた。

５．会長、副会長の選出
○会長に島袋隆志委員、副会長に大城恵美委員が選出された。

６．会長、副会長あいさつ
○会長の島袋です。本学としても地域に近く、親和性を感じております。国の掲げている国家構想と
町の将来像とどのようにすり合わせしていくのか、活発な意見を交わしたいと思っておりますので、よろ
しくお願いいたします。

○大城です。前回計画より関わっていることもあり、出来ること一生懸命頑張って参りますので、どうぞ
よろしくお願いいたします。

７．諮問
○町長より「南風原町人口ビジョン（改訂版）及び南風原町デジタル田園都市国家構想の実現に
向けた第２期まち・ひと・しごと創生総合戦略（案）」について諮問された。

８．議事
（１）南風原町人口ビジョン（改訂版）及び南風原町デジタル田園都市国家構想の実現に向け

た第 2期まち・ひと・しごと創生総合戦略について
○事務局より、資料-3、4、5 について説明があった。
○事務局より、まち・ひと・しごと創生総合戦略審議会質問対応表について説明があった。

会長）人口ビジョンの見通しに基づいて、総合戦略の事業としては38個程度ある計画となっている。住
み続けるためには、仕事があるか、病院、スーパーなど住みやすさの判断材料になっているかと思う。コ
ロナ禍後はリモートワークが一般的となっていることから、国としてもこれまでの「まち・ひと・しごと」にプラス
してデジタルの力を活用していこうということであった。事務局より説明があった質問と回答案について、
ご意見あればお願いしたい。

委員一同）質問と回答案について異議なし。
委員）デジタルについては国の方針であると思うが、高齢化が進んでいることも事実であり、取り残される
人が出ないよう、高齢化に対応したデジタル化を進めていけたらと思っている。

会長）農業の担い手はいるが、担い手も既に高齢者となっている。高齢者がデジタルを使いこなして農
業を進めていくためには、フォローが必要。

委員）デジタル化について。市民マラソンでもデジタル化が進んでいるが、デジタル化へ移行する時に３
年くらい混乱が発生する。高齢者の方々は日常生活でのデジタルの優先順位が低いため、新しい方
法を取り入れると混乱してしまう。デジタル化を進めるときに、行政が使用方法等のサポート役を担って



4

いただけたらと思う。
少子化については、子どもを１人産むまでのハードルが非常に高い。子どもが１人産まれると、２人目
を生みたくなる夫婦が多いと言われている。１人産むまでのハードルを下げるような取組が必要。
健康については、北谷町のデポアイランドにおいて、無電柱化が進んでおり、ウォーキング者が非常に増
えている。人口を増やすために、ナウい場所を増やすと、健康も増進する。広島のマツダスタジアムの周
辺には周回コースができておりランニングが盛んになっている。また東京立川市のふじようちえんでは1日
5km のウォーキングをするらしい。スポーツと健康の区分でいえば、周回型のジョギング・ウォーキングコ
ースがあるようなインフラ整備等を進めていただけたら嬉しい。

会長）南風原町は住機能型の地域となっており、那覇へ勤める人のベッドタウンなのではと思っているが、
最近は南風原町以外の市町村から仕事で来る人も多いと思うがいかがか。

委員）たしかに、地元以外の人も増えてきている状況である。
委員）那覇の中で住んで働くよりは、少し距離があった方がいいという声を聞く。在勤者に限っては、流
入している人も増えている。

委員）那覇は土地がもうないので、交通の便のいいところがいいねということで、南風原町に家を買いた
い人が増えている。意外と土地が高いため、びっくりされることもある。

委員）道路が那覇空港まで延伸される予定であるため、南風原町は今後さらに利便性の高いまちにな
ると思う。今後は、通過するだけでなく、南風原町の魅力を打ち出して、南風原町内でお土産を買っ
たりできる場所が増えるといいと思う。

委員）心配しているのは、高速道路がどんどん出来ているため、利便性は高くなっている。一方、南風原
町は海が無いため、土地を増やせない。道路は利便性が高くなっているため、雇用を生み出す事業所
や商業の誘致をぜひやっていただきたい。
アンケート調査結果によると、本町に住み続けたいというのが 77.0％で既に高い状況であった。それを
KPI では 80％まで高めたいとのことであった。南風原町の足りないところ、ここを改善するというものがあ
ればお聞かせいただきたい。

事務局）南風原町は現状人口が増えており、子育て世帯が増えていることから、保育所や学童など新
たなサービスの需要が高まっている。それらを必要十分に供給できるよう取り組むことで、更に住みやす
さを高め、子育てしやすい教育のまちとして進めていきたい。

会長）P40 によるとかすり会館の来館者数が現状値は 3,900 人で目標値は 12,100 人となっている。
南風原文化センター来館者数は現状値が 3,856 人で目標値が 28,000 人と、非常に目標値が
高く設定されているように見受けられる。

事務局）P36 に第１期総合戦略の指標値がある。南風原文化センター来館者数を見ると、平成 26
年の来館者数が26,554人、かすり会館においても 10,580人である。令和 2年度のコロナ以降は
来館者数が激減している。目標値においては、コロナ前の水準に高めていきたいとのことからこのように
設定している。

委員）計画書については、様々な内容が網羅されていて大変素晴らしいと思っている。実際、６年間で
これだけの事業を取り組むのは大変と思う。事業実施にあたって、時間軸としてはロードマップをどうする
のか、優先順位など１枚で整理されていたら、分かりやすくて良いと思う。
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事務局）南風原町では総合計画や総合戦略の事業を具体的に進めていくために、３年間の「実施計
画」を作成し、毎年度見直しを行っている。実施計画では、優先度も含めて量や予算等を決めて実
施している。

９．その他
（１）次回会議のスケジュール等
○第２回審議会は２月９日 10：00～を予定している。

10．閉会
以上
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「南風原町人口ビジョン（改訂版）及び南風原町デジタル田園都市国家構想の実現に向
けた第 2期まち・ひと・しごと創生総合戦略（案）」 意見と対応
〈会議の意見と対応〉
№ ページ 意見 対応
1 デジタルについては国の方針であると思う

が、高齢化が進んでいることも事実であ
り、取り残される人が出ないよう、高齢化
に対応したデジタル化を進めていけたらと
思っている。
デジタル化を進めるときに、行政が使用方
法等のサポート役を担っていただけたらと
思う。

デジタルの活用については、デジタルデバイド
（情報格差）等に配慮し、進めて行く必要
があると認識しています。
事業実施にあたっては、フォロー体制もふく
めて検討していきます。

2 健康については、北谷町のデポアイラン
ドにおいて、無電柱化が進んでおり、ウォ
ーキング者が非常に増えている。人口を
増やすために、ナウい場所を増やすと、健
康も増進する。広島のマツダスタジアムの
周辺には周回コースができておりランニング
が盛んになっている。周回型のジョギング・
ウォーキングコースがあるようなインフラ整
備等を進めていただけたら嬉しい。

公共施設の整備・改修等にあたっては、こ
れまでも他方面からの意見を聴取しています
が、他団体の成功事例等も参考に事業を
進めていきます。例えば、津嘉山公園では、
現在周回型コースの整備を進めております。
また、黄金森公園陸上競技場等の整備に
ついても健康づくりの仕掛け等についても町
民ニーズを把握し、健康増進につながる施
設をしたいと考えます。

3 道路が那覇空港まで延伸される予定で
あるため、南風原町は今後さらに利便性
の高いまちになると思う。今後は、通過す
るだけでなく、南風原町の魅力を打ち出
して、南風原町内でお土産を買ったりでき
る場所が増えるといいと思う。

町の土地利用構想において、南風原南北
インターチェンジ周辺や国道329号南風原・
与那原バイパスの広域交通の利便性を生か
した商業・交流拠点の形成を図るとしてお
り、賑わいと活力のあるまちづくりに取り組み
ます。

4 道路は利便性が高くなっているため、雇
用を生み出す事業所や商業の誘致をぜ
ひやっていただきたい。

戦略的に誘致すべき企業の抽出を行いな
がら、関係者と連携し進めていきたいと考え
ています。

5 アンケート調査結果によると、本町に住
み続けたいというのが 77.0％で既に高い
状況であった。それを KPI では 80％まで
高めたいとのことであった。南風原町の足
りないところ、ここを改善するというものがあ
ればお聞かせいただきたい。

南風原町は現状人口が増えており、子育
て世帯が増えていることから、保育所や学童
など新たなサービスの需要が高まっています。
それらを必要十分に供給できるよう取り組む
ことで、更に住みやすさを高め、子育てしやす
い教育のまちとして進めていきます。

6 P40 P40 によるとかすり会館の来館者数が
現 状 値 は 3,900 人 で 目 標 値 は
12,100 人となっている。南風原文化セ
ンター来館者数は現状値が 3,856 人で
目標値が 28,000 人と、非常に目標値
が高く設定されているように見受けられ
る。

P36 に第１期総合戦略の指標値がありま
す。南風原文化センター来館者数を見ると、
平成 26 年の来館者数が 26,554 人、か
すり会館においても 10,580 人である。令和
2 年度のコロナ以降は来館者数が激減して
います。目標値においては、コロナ前の水準
に高めていきたいとのことからこのように設定し
ています。

7 事業実施にあたって、時間軸としてはロ
ードマップをどうするのか、優先順位など１

南風原町では総合計画や総合戦略の事
業を具体的に進めていくために、３年ローリン
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〈委員事前意見と対応〉

枚で整理されていたら、分かりやすくて良
いと思う。

グの「実施計画」を作成しています。実施計
画で事業規模や他の事業との優先順位な
ども考慮し事業実施時期を決めています。
総合戦略に記載した事業の実施状況につ
いては、毎年度進捗状況等の評価を行い
報告したいと考えています。

№ ページ 意見 対応
1 P8

グラフ
合計特殊出生率について、南部他市
町村より高い要因は何か。平成10年以
降ほぼ1位になっている「強み」があると思
います。

南風原町は、県都那覇市やその周辺市
町と隣接する立地であり、また交通の要衝と
して利便性が高く、若者や子育て世帯にとっ
て住み良いまちとなっているのではと考えま
す。

2 P13
6 行

近隣の那覇市等への通勤者が多いと
あるため、定住促進に関する施策に伴う
広報手段は、通勤・帰宅する時間帯を
活用し、交通広告（大型液晶モニタ
ー）やラジオ媒体が向いているのでない
か。

ご提案の広報手段に関する取組内容につ
いては、事業推進の中で参考にさせていただ
きます。

3 P18 「中学生の定住意向」「小学生の定住
意向」について、「わからない」という回答
が多いのは質問項目の見直しが必要と
考える。社会や地域との接点が一般の方
に比べて少ない又は当事者意識を持つ
機会が少ないため。
例えば次のような対応はどうか。

A：基本情報を伝える又は他市町村と
比較した資料をアンケート前に判断材料
として提示する。
B：南風原町に愛着を持つ総合学習を
入れる
C：定住意向の質問を省略する。
上記のうち、B 案は教員が多忙するた
め、C 案が良いのではないか。

小中学生への定住意向のアンケートの在り
方については、回答がしやすい方法等につい
て今後も検討し、参考とさせていただきます。
また、学校等においては、総合学習も含め、
ふるさと教育等を実施しており、引き続き地
元の魅力をよる深く知ることができるよう取り
組んでまいります。

4 P26
グラフ

P26に人口動態の想定が記されてお
り、グラフに「令和12年(2030）までの
人口動態見込み」が掲載されている。令
和8年（2026）から社会増減が減って
いる理由は何か。

令和 4 年（ 2022 ）～令和 7 年
（2025）は、①純移動率による社会増減
に、②マンション建設等による人口流入を足
し合わせた結果が社会増減数となっていま
す。
令和 8 年（ 2026 ）～令和 12 年
（2030）は、マンション建設等による人口
流入が未定であるため考慮せず、①純移動
率による社会増減結果のみの反映となって
いることから、社会増減数は各年 171 人に
とどまっています。
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5 P32
29 行
～
32 行

P32 「3.町民の意向」によると、アンケ
ート結果から、（3）まちづくりに関する評
価と重要度のア．きらきらと輝く人が育つ
まちについて、「学習環境の充実」が求め
られているとあります。そこで、教員不足の
現状等があれば確認したい。

本町においても教職員の休職等があり、
その場合、補充の教諭が配置されるまでの
間、すでに配置されている加配教諭や専科
の教諭等で対応を行っております。

6 P40
KPI
2 段目

KPI に「データを活用した農業を実践し
ている担い手の割合」があるが、「データを
活用した」というのはどの DATA を活用す
るのか具体的にしてほしい。毎朝「気温・
湿度」を測定するだけでも DATA となる
が、DATA を取る対象やデジタル機器を
使う前提なのかが分からない。

農業経営に係るデータ全体を指しており、
「気温・温度」だけではなく「生産量」「販売
価格」「売上動向」「生産種別の経営耕作
面積」「肥料投入量」「農薬投入量」「経
費」等をデジタル機器を用いて農業経営の
改善を実践することを示しています。データを
活用した農業の実践が担い手により異なる
ため、具体的なデータを指定しておりません。

7 P40
KPI
1 段目
5 段目

KPI の５つ目の「創業相談件数」につい
て、目標値 20 件と、KPI の１つ目「新
規農業者数」15 人からすると、相談件
数から、75%の方が新規就農する確率
があるのか。過去の実績から数値を算出
しているのか。

「創業相談件数」には、新規就農に関す
る相談は含まれておらず、２つのKPIの数値
は相関関係にはございません。各項目ごとの
目標値は過去の実績から設定しています。

8 P40
KPI
6 段目

伝統工芸新規担い手数が「延べ」とい
う表記になっている理由は何か。また、着
物を着る習慣が無くなってきた生活様式
で、新規担い手数と琉球絣を着る習慣
化・啓発事業とセットで目標値を設定し
ないと絵に描いた餅にならないか。それが
できないのであれば、ここで KPI を設定し
なくてもよいのはないか。

担い手育成のための後継者育成事業に
おいて、織り子養成コース、技術者養成コー
スがあり、両方を受講している方がいるため
｢延べ｣表記になっております。
現在伝統工芸の生産者の高齢化が進ん

でおり、技術・技法が失われる可能性がある
ため、後継者育成をその対策として行い、
KPI に伝統工芸新規担い手数を入れており
ます。
また生活様式への対応として、着物以外

のニーズにも合わせ、かりゆしウエアや規格外
品、ハギレ等を活用した、サブブランド｢ゴーマ
ーイ｣で商品開発を行っております。

9 P42
KPI
6 段目

「手上げ方式による事業実施団体数」
とあるが、手上げ方式事業とはどのような
事業を指すか。

まちづくりを推進するため町内の団体等が
主体的に事業実施する際に、財団法人等
が実施する助成金を活用して支援を行う事
業です。
例）財団法人が実施する「地域活性化助
成事業」を活用し南風原町青年連合会や
飛び安里研究会等が事業を実施していま
す。

10 P45
18 行

スマート農業推進事業において、次世
代型農業支援サービス等の活用を促すと
あるが、農業従事者は補助金申請や資
料作りに慣れていない方が一般的だが、
「促す」という表現は、声掛けレベルなの
か、資料作成の支援まで行うのか。

農業者への周知及び必要があれば資料
作成の支援まで行います。
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11 P46
3 行

P46 南風原町における農業の６次
産業化の可能性について、ストレリチアを
もっと高付加価値化できないか。

ストレリチアについては、拠点産地として収
量増を目指しており、６次産業化(ドライフラ
ワー、食用等)についてはストレリチアの特性
上、現在可能性は低い状況となっています。

12 P47
1 行
～
3 行

南風原町観光振興推進事業につい
て、昼夜間人口比率と自市町村内就業
率の関係は P14 で示されており、本町は
「住機能型」自治体とあるので、観光施
策は優先度の施策を高くしなくてもよいの
ではないか。住民アンケートにあった上位
施策を中心に進めてはどうか。「事業者や
町民が主体的に取り組むモデル事業の
構築」は公募助成事業を想定しているの
か。

観光施策の振興は、伝統芸能等地域の
振興、産業の振興にも繋がることから重要だ
と考えています。
また「事業者や町民が主体的に取り組むモ
デル事業の構築」は、公募助成事業を想定
したものではなく、例えば地域と連携して、観
光に携わる人材の育成に取り組み、町民等
も一体となった観光振興に向けたおもてなし
意識の醸成を図ることで構築に繋がっていく
と考えています。

13 P48
8 行

戦略的企業誘致整備促進事業につ
いて、企業抽出は全国の企業を対象に
するか。また、企業誘致は全国の自治体
が取り組んでいるが、南風原町の強みを
活かした(アピールする)広報活動はある
か。

抽出は県内の企業を対象に行い、必要があ
れば全国の企業も検討します。
また、地理的優位性や税制優遇など南風
原町の強みを活かした広報活動を沖縄県
等の関係機関と連携し実施してまいります。

14 P50
15 行

待機児童解消と保育基盤整備事業
について、保育士や教員のパワハラが一
般的に報道されることが多いが、保護者
からの暴言やパワハラで心身の体調を崩
す保育士も多々いる。保育所に入園す
る前に保護者からの誹謗中傷しない・さ
せない誓約・承認事項は取れているか。
保育士・教員にも人権があることを踏まえ
た対策はされているか。

誹謗中傷しない旨に対する保護者からの
誓約・承認事項は取っていません。対策につ
いては、保育施設に対する誹謗中傷をどう
捉えるかの前提がありますが、根拠のない誹
謗中傷は、施設管理者を中心に毅然とした
対応が行われます。
一方、園児の保育を通した、苦情や意

見の食い違い等が想定されますが、第三者
委員会の設置他、保護者の伝えたい気持
ちに寄り添いつつ、課題がどの部分にあるの
かを整理分解し、対応することが重要です。
保護者の背景にある心理状況を察しながら
対応することも心がけています。

15 P51
15 行

仕事と子育ての両立推進事業につい
て、男女ともに育児をしながら継続して就
業できる職場環境づくりとして、子どもの
保育所や学校の送迎時、職場から「中
抜け」ができる事業所に対して、モデル事
業による支援を行い、「中抜け送迎」を認
めた事業所に助成金を出す仕組みがで
きないか。

本町は、「第三次南風原町男女共同参
画～まじゅんプラン～」においてワーク・ライフ・
バランスによる男女共同参画を推進しており
ます。推進にあたっては、ご提案の内容も含
め、先進事例等を調査研究してまいります。
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16 P53
11 行

自主防災組織と地域防災リーダー育
成事業について、防災訓練に関する助
成事業は(財)地域活性化センターにある
が、沖縄県からの応募が少ない。これらを
活用した防災訓練イベントができないか。
また、防災訓練だと身構えたり、関心が
下がる傾向が強いため、既存の町主催イ
ベントや字行事等を「防災イベント」として
事前にリスク管理のワークショップを開いて
はどうか。

自主防災組織と地域防災リーダーの育
成、町での防災訓練について、助成事業の
活用も含め、事業実施に向けて検討いたし
ます。
また、防災に関するリスク管理等のワークシ
ョップの開催については、開催方法等を検討
して進めてまいります。

17 P56
10 行

ライフステージを通じた健康づくり支援事
業について、政府がアメリカのバリューベー
スヘルスケア導入を進めており、「治療の
量」から「質による対価」に変わってきてお
り、治療の結果・治療を受けた満足度
（運動や健康づくりを継続して自ら実践
しているか）がデジタル化で検証できるよ
うになってきている。日本政府もペイforサ
クセス「成果連動型民間委託契約方
式」を検討始めており、「行政課題」に対
応した「成果指標」が設定されて、その成
果指標の達成度に合わせて委託料が決
まる事業がある。

健康づくりの主な施策は以下の取組が
挙げられる。
・健康講話（知識や情報提供）
・健康づくり体験（指導者・インストラクタ
ーによる支援）
・測定（血液・体重など）
・コンペティション（競争）
・共創（仲間づくり）

この分野、福祉畑・社会体育の分野で
協議や取組がなされているが、横断的な
連動ができていないのが現状である。ま
た、上記の活動をするに当たっての健康イ
ンフラ整備、つまり、「運動したくなる公
園・歩道・施設」づくりを担うハード面を担
当する土木・建築・環境畑の部局が事
業設計や策定時参画していないことで、
ソフト事業を実施している担当部局ノウハ
ウが生かされていない。もったいない状況
が各市町村で起きている。
今後、健康づくりにおいては、ハード面の
設計・施工を担う部局の参画を必須にし
てほしい。

【質問①】
今後、健康づくりにおいては、ハード面の設
計・施工を担う部局の参画を必須にしてはど
うか。

【回答①】
ライフステージを通じた健康づくり支援を取り
組むに当たっては、他部署とも連携して取り
組んでおります。また健康づくりの面で必要が
あれば、ハード関係部署の参画も行っており
ます。
また、体育施設建設等を実施するために
は、
①基本構想（基本理念、目指すべき姿、
コンセプトに基づいた施設の有効活用のため
の必要な事項を定める）
②基本計画（基本構想に基づき、基本
的な考え方を整理し、基本設計の指針とな
る）
③基本設計（法令に照らしあわせ、具体
的な寸法を検討し、設計図の基本となるも
のを作成）
④実施設計（工事の実施に向け、仕様、
整備費用等の決定）
を経て工事着工しています。①基本構想、
②基本計画では、有識者、関係団体、地
域代表者で構成された組織で進めており、
事務局、部会等には、ハード担当者、ソフト
担当者も含め、策定しています。
また、関連部局・自治会・住民アンケート

など調整を行っており、例えば黄金森公園に
ついては、有識者による策定委員会を設置
しています。
今後とも多方面からの意見をもとに健康

づくりに取り組んでまいります。

【質問②】有識者会議の委員を選任する
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また、有識者会議の委員を選任する場
合、運動する・継続させる、きっかけづくり
はイベント事業者が専門であり、彼らの参
画をしてもらい、ハード面の設計段階で
は、設営撤去のしやすさ（コスト削減と
人手不足に伴う現場効率向上）や安
全管理しやすい景観と施工（例：ウォー
ク&ジョギングコースは、他来園者と交差
しにくいコース設定、又は車輌交差する
場所は、ウォーク&ジョギングコースの半地
下又は高架橋を設定する）をすることで
「運動したくなる景観づくり」もしてほしい。
沖縄は日差しが強いため、運動するに
しても夜になるが、子育て世代は夕方か
ら夜にかけては多忙な場合も多い。日陰
を増やせば、女性の運動実施率は２倍
以上になるので、西日が入ることも想定し
た日陰スペースの確保も必要と考える。

場合、運動する・継続させる、きっかけづくり
はイベント事業者が専門であり、彼らの参画
をしてもらいたい。

【回答②】
有識者会議の委員を選任する場合、必要
であれば委員として専任する場合もあると考
えます。委員として専任されていなくても必要
に応じて委員長が会議へ出席させ、意見等
を聴くことができます。

18 資料 3
P5
8 行

資料３の P５に「第２期町総合戦略
見直しの視点」として「総合戦略」につい
て記載がある。（１）国の総合戦略に
おける施策の方向性として「国の４つの
施策の方向性」とあるが、「５つの施策の
方向」ではないか。

国の総合戦略については、「国の 4 つの施
策と１つの横断的施策」となるため、「国の
５つの政策の方向性」と修正します。

19 P57 横断的目標として「自治体DXを推進
し、新しい時代の流れを力にする」が設定
されているが、内容が分かりづらい。

これまでの施策に加え、デジタルの力も活
用して本町の社会課題に向けた取り組みを
加速化していくするため、必要な施策間の連
携を強化するための目標です。
取組事業としてデジタル基盤の整備やデジ
タル人材の育成・確保、誰一人取り残され
ないための取組を挙げています。 デジタルの
力を活用し、魅力的なまちづくりを行うため、
各施策において今回デジタル技術の活用等
について追加しました。

20 P45
～
P58

目標に紐付いて取り組み事業が整理さ
れているが、町役場として実施するにあた
り課題はどのようなものがあるか？
例）人員面(人数、スキル)、予算面など

事業実施にあたっては、人員確保や育成、
予算確保等の課題はありますが、総合戦略
策定後の現状把握と効果検証を行い、より
効果的な事業実施に努める必要があると考
えます。

21 全体 今回の改訂はとてもわかりづらく、特
に、「デジタル田園都市国家構想総合戦
略」がとっつきにくいため、十分な説明が不
可欠と思う。

国のデジタル田園都市国家構想総合戦
略はデジタルの力を活用して地方創生を加
速化し、全国どこでも誰もが便利で快適に
暮らせる社会を目指すものとなっています。
令和４年 12 月 23 日に閣議決定されたも
のであり、今から具体的な施策が国において
も展開されるものと思いますが、地方の社会
課題の解決に向けてデジタルの力を活用し、
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以上

仕事や人の流れをつくり、子育てしやすい環
境や魅力的な地域をつくることを目的として
います。
（参考資料：デジタル田園都市国家構想
戦略の全体像）


